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○

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
前
払
式
支
払
手
段
に
関
す
る
財
務
局
長
等
へ
の
権
限
の
委
任
）

（
前
払
式
支
払
手
段
に
関
す
る
財
務
局
長
等
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
二
十
八
条

法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た

第
二
十
八
条

法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た

権
限
の
う
ち
法
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
権
限
及
び
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
金
融

権
限
の
う
ち
法
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
権
限
及
び
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
金
融

庁
長
官
の
権
限
（
第
四
項
に
お
い
て
「
長
官
権
限
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
前

庁
長
官
の
権
限
（
第
四
項
に
お
い
て
「
長
官
権
限
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
前

払
式
支
払
手
段
発
行
者
（
法
第
七
条
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
を
含
む

払
式
支
払
手
段
発
行
者
（
法
第
七
条
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
を
含
む

。
）
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
主
た
る
営
業

。
）
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
主
た
る
営
業

所
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡

所
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡

財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に

財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に

委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
法

二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十

附
則
第
六
条
、
第
八
条
第
二
項
又
は
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る

九
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
（
法
第
二
十
六
条
を
除
く
。
）
を
法
附
則
第
六
条
、
第

場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
金
融
庁
長

八
条
第
二
項
又
は
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

官
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

法
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
附
則
第
六
条
、

２

法
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の

第
八
条
第
二
項
又
は
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

徴
収
又
は
立
入
検
査
若
し
く
は
質
問
（
次
項
に
お
い
て
「
検
査
等
」
と
い
う
。

）
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
徴
収
又
は
立
入
検
査
若
し
く
は
質
問

）
で
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
の
主
た
る
営
業
所
等
以
外
の
営
業
所
又
は
事
務

（
次
項
に
お
い
て
「
検
査
等
」
と
い
う
。
）
で
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
の
主

所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
従
た
る
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
も

た
る
営
業
所
等
以
外
の
営
業
所
又
は
事
務
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
従
た

の
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
の
ほ
か

る
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る

、
当
該
従
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
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財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
の
ほ
か
、
当
該
従
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地

福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長

を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ

）
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
資
金
移
動
業
に
関
す
る
財
務
局
長
等
へ
の
権
限
の
委
任
）

（
資
金
移
動
業
に
関
す
る
財
務
局
長
等
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
二
十
九
条

法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た

第
二
十
九
条

法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た

権
限
の
う
ち
法
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
権
限
及
び
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
金
融

権
限
の
う
ち
法
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
権
限
及
び
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
金
融

庁
長
官
の
権
限
（
第
四
項
に
お
い
て
「
長
官
権
限
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
資

庁
長
官
の
権
限
（
第
四
項
に
お
い
て
「
長
官
権
限
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
資

金
移
動
業
者
（
法
第
三
十
七
条
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
の

金
移
動
業
者
（
法
第
三
十
七
条
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
の

本
店
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
外
国
資
金
移
動
業
者
で
あ
る
資
金
移
動

本
店
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
外
国
資
金
移
動
業
者
で
あ
る
資
金
移
動

業
者
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
主
た
る
営
業
所
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

業
者
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
主
た
る
営
業
所
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局

同
じ
。
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局

の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る

の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
五
条

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

、
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
権
限

権
限
は
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

は
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
仮
想
通
貨
交
換
業
に
関
す
る
財
務
局
長
等
へ
の
権
限
の
委
任
）

（
仮
想
通
貨
交
換
業
に
関
す
る
財
務
局
長
等
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
三
十
条

法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権

第
三
十
条

法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権

限
の
う
ち
法
第
三
章
の
二
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
第
四
項
に
お
い
て
「
長
官
権

限
の
う
ち
法
第
三
章
の
二
の
規
定
に
よ
る
権
限
（
第
四
項
に
お
い
て
「
長
官
権

限
」
と
い
う
。
）
は
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
（
法
第
六
十
三
条
の
二
の
登
録
を

限
」
と
い
う
。
）
は
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
（
法
第
六
十
三
条
の
二
の
登
録
を
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受
け
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
の
本
店
（
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
外

受
け
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
の
本
店
（
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
外

国
仮
想
通
貨
交
換
業
者
で
あ
る
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
お

国
仮
想
通
貨
交
換
業
者
で
あ
る
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
お

け
る
主
た
る
営
業
所
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
在
地
を
管
轄
す

け
る
主
た
る
営
業
所
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に

る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第

あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第

六
十
三
条
の
十
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
三
条
の
十
六
、
第
六
十
三
条

六
十
三
条
の
十
五
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
情
報
通
信
技
術
の

の
十
七
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
十
三
条
の
十
九
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部

（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
八
条
第
二
項

用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
金

の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
金
融
庁

融
庁
長
官
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

長
官
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

法
第
六
十
三
条
の
十
五
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
情
報
通
信

２

法
第
六
十
三
条
の
十
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は

技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す

資
料
の
徴
収
又
は
立
入
検
査
若
し
く
は
質
問
（
次
項
に
お
い
て
「
検
査
等
」
と

る
法
律
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

い
う
。
）
で
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
本
店
以
外
の
営
業
所
（
以
下
こ
の
条
に
お

定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
徴
収
又
は
立
入
検
査
若
し
く
は
質
問
（
次
項

い
て
「
支
店
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る

に
お
い
て
「
検
査
等
」
と
い
う
。
）
で
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
本
店
以
外
の
営

財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
の
ほ
か
、
当
該
支
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

業
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
店
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の
に
つ
い

財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ

て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
の
ほ
か
、
当
該
支

っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄

区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
も
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）


